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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策①耐震対策① （（施設施設の耐震化率）の耐震化率）

出典：耐震化の進捗について （1月21日大臣会見参考資料） 国土交通省総合政策局政策課
http://www.mlit.go.jp/common/000133730.pdf

防災拠点となる公共施設等の耐震化進捗状況(平成２１年度末時点）
 消防庁資料より
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全国平均70.9%

 防災拠点とは、地震などの大規模な災害が発生した場合に、被災
地において救援、救護等の災害応急活動の拠点となる施設で、たく
さんの重要な役割、機能が求められています。
 災害時に防災拠点として使用するために、都道府県や市町村ごと
に、地域の中核となる公共施設や民間施設が防災拠点として指定
されています。
　なお、災害時の応急活動の中核となる施設や建物のほか、救援
物資の配送拠点や仮置き場として使用される公園、広場などの
オープンスペースも地域の防災拠点に指定されています。

防災施設の対象
社会福祉施設、文教施設（校舎・体育館）、庁舎、県民会館・公民館等、
体育館、診療施設、警察本部、警察署等、消防本部、消防署、その他

1 災害予防
1.1 揺れによって発生する被害の軽減
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策②耐震対策② （（構造物の耐震対策が効果を発揮）構造物の耐震対策が効果を発揮）

震災による被災箇所の復旧作業に応じた作業方法を検討することにより、早急な復旧が可能となった

出典：四国地方整備局「四国東南海・南海地震対策戦略会議」（第1回：平成23年6月9日）資料より
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策③耐震対策③ （（構造物の耐震対策が効果を発揮）構造物の耐震対策が効果を発揮）

出典：四国地方整備局「四国東南海・南海地震対策戦略会議」（第1回：平成23年6月9日）資料より
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策④耐震対策④ （（民有護岸等により，民有護岸等により，海岸防護ラインの脆弱）海岸防護ラインの脆弱）

防災部会における検討状況について 港湾における防護ラインのあり方

出典：交通政策審議会 第44回港湾分科会平成23年6月30日 防災部会における検討状況について
国土交通省港湾局 http://www.mlit.go.jp/kowan/port44/02.pdf

港湾における防護ラインのあり方
（１）単線防護から多重防護への転換
○まずは、現行の防護ラインについて、平面的に途切れている
場合又は所要の施設が整備されていない場合については、連
続した防護ラインを形成するような措置を講じるべきである。
○水門、陸閘等の可動式の海岸保全施設については、自動化・
遠隔化による操作が有効であるが、レベル２津波が来襲した場
合の停電への対応も講じておく。
○レベル２では、現行の防護ラインを超える甚大な越流が想定さ
れるため、土地利用を工夫するとともに、必要に応じて胸壁等に
よる二線堤の整備や避難施設等、他の施設と組み合わせて多
重に防護する方策を検討する。
（２）防護ラインの外側（堤外地）の防護方策
○防波堤の津波への抵抗力を強化したり、岸壁の洗屈防止や
護岸の嵩上げなど、レベル１に対しては港湾において必要な産
業・物流機能が継続できるような措置を講じる。
○また、船舶、コンテナ等が漂流する恐れがある地区では、漂流
物防止の措置を講じる。

【港湾内の民間施設の防災対策】
○港湾区域内にある石油タンクなど、民間施設の記述
がないが、民間施設の防災力を向上させないと港湾の
防災力が向上しない。
○民間企業が石油備蓄基地、化学薬品に対してどのよ
うな対策をとっているのかが心配。まず、現状どのよう
になっているのかを把握する必要があり、十分なレベ
ルでないのであれば、必要に応じて、企業に求めてい
くべき。
○民間企業のことについては、消防法等との観点もあり、
これらと協調すべきと考える。石油備蓄基地でみると、
港湾の観点と消防法の観点と合わさった中で、どういう
対策がよいのかを書き込むべき。

第２回防災部会「中間取りまとめ（素案）」 主な指摘
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策⑤耐震対策⑤ （（河川施設等の耐震点検の遅れ）河川施設等の耐震点検の遅れ）

出典：第2回河川堤防耐震対策緊急検討委員会 平成２３年６月２１日 国土交通省河川局
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策⑥耐震対策⑥ （（道路橋、耐震強化岸壁などの耐震対策状況）道路橋、耐震強化岸壁などの耐震対策状況）

◇３プロ耐震対策状況

・ 落橋等の甚大な被害の防止対策（370橋）は、「耐震補強３ヶ年プログラム」により完了。

・ 現在は、橋梁の重大な損傷を防止する対策「耐震補強ﾌﾙｽﾍﾟｯｸ対応」を推進。

中国地方整備局管内の直轄国道における耐震補強必要橋梁数は約450橋あり、その内、東南海・南海地震

対策推進地域の対策橋梁約70橋を優先的に推進している。

落橋防止装置

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て

美鈴橋(下)

祇園大橋

◆橋梁の耐震対策（３プロ Ｈ８道路橋示法書対応）

【対策前】 【対策後】
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策⑦耐震対策⑦ （（道路橋、耐震強化岸壁などの耐震対策状況）道路橋、耐震強化岸壁などの耐震対策状況）

◆中国地方整備局管内の耐震強化岸壁の整備状況

鳥取港
境港

西郷港

河下港

浜田港

宇野港

尾道糸崎港

大西港

岩国港

柳井港徳山下松港

三田尻中関港

宇部港

岡山港

水島港

福山港

呉港

広島港

整備済（１１バース）

整備中 （４バース）

未整備（１０バース）

整備済（１１バース）

整備中 （４バース）

未整備（１０バース）

耐震バース整備率 60％
（H23.4月現在）

未整備
40.0％

整備済
44.0％

整備中
16.0％

背後圏人口カバー率 37.2％
（H23.4月現在）

カバー率
37.2％

未カバー率
62.8％

未着工

バース数 完了予定 バース数

鳥取県 鳥取港 重要 1 1

境港管理組合 境港 重要 1 1

浜田港 重要 1 1

西郷港 重要 1 1 H24d

河下港 地方 1 1

水島港 国際拠点 3 1 1 H24d 1

宇野港 重要 1 1

岡山港 重要 2 1 1

広島港 国際拠点 4 1 H23d 3

福山港 重要 1 1

尾道糸崎港 重要 1 1

大西港 地方 1 1

呉市 呉港 重要 2 2

徳山下松港 国際拠点 1 1 H25d

岩国港 重要 1 1

三田尻中関港 重要 1 1

宇部港 重要 1 1

柳井港 地方 1 1

中国地方　計 25 11 4 10

広島県

山口県

完了
バース数

工事中

島根県

岡山県

港湾管理者 港湾名 港格
全体計画
バース数

【緊急物資等輸送】

10
4

11

参考：整備率（全国）65％（Ｈ22.4現在）

注：整備率＝整備済＋整備中

※上記の他に、国際海上コンテナターミナル（幹線物流輸送対応）として、広島港出島地区に1バース計画されています。

参考：カバー率（全国）＊＊％
（Ｈ22.4現在）
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策⑧耐震対策⑧ （（建設から建設から5050年以上経過した橋梁）年以上経過した橋梁）
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15m以上

15m未満 -80%
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-20%

-10%

-0%

建設後50年以上経過橋梁
（H23.4.1現在） 約２割

建設後50年以上経過橋梁
（10年後） 約５割

建設後50年以上経過橋梁
（20年後） 約６割

高度経済成長期（1955～1973年）

【経年数別橋梁数】

供
用
5
0

年
以
上
経
過
し
た
橋

梁
の
割
合

◆管内の建設年次別橋梁数

中国地方整備局が管理する橋梁は、1955年から1973年にかけての高度成長期に全体の半数にあたる約1,350橋が建設さ
れている。今後これらの橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の修繕・架替え費用が必要となることが懸念
されている。
管内の建設後５０年以上を経過した橋梁の割合は、20年後には、現在の約２割から６割まで急激に増加する。

※（全国：約1割）

※（全国：約3割）
※（全国：約5割）

※全国データは、橋長15m以上の橋を対象としたデータ
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策⑨耐震対策⑨ （（建設から建設から5050年以上経過した橋梁）年以上経過した橋梁）

◆管内の橋梁の高齢化（損傷）事例

◇経年劣化及び中性化による主桁コンクリートの

剥離及び鉄筋露出

・R2山王橋

（建設後54年経過H19補修済み)

◇鋼製支承の損傷

・R29須澄橋

（建設後48年経過H21補修予定)

◇塩害により主桁に発生した剥離・鉄筋露出

・R31吉屋橋

（建設後60年経過H19補修済み）
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 耐震対策⑩耐震対策⑩ （（住宅の耐震化率）住宅の耐震化率）

出典：耐震化の進捗について （1月21日大臣会見参考資料） 国土交通省総合政策局政策課
http://www.mlit.go.jp/common/000133730.pdf

各施設の耐震化率

○住宅の耐震化率（国土交通省調べ、H20 年時点） 約７９％

○小中学校の耐震化率（文部科学省調べ、H22.4.1 現在） ７３．３％

○病院の耐震化率（厚生労働省調べ、H21 年調査） ５６．２％

○防災拠点となる公共施設等の耐震化率 ７０．９％

（消防庁調べ、H22.3.31 現在）
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

東日本大震災では、震度３だった大阪市住之江区の大阪府咲洲（さきしま）庁
舎（旧ＷＴＣ、５５階建て、高さ２５６メートル）でも、国の耐震基準を超える長さの
揺れが続いたとみられる。震源からの距離は約８００キロだった。府によると、同
庁舎ビルは３月１１日、船に揺られているようなゆったりとした大きな揺れが約１０
分間続いた。防火扉約５０カ所にゆがみが生じ、天井ボードが落下し、階段室の
壁に亀裂が入った。

（（２２））長周期震動長周期震動対策対策①① （（長周期地震動による被害長周期地震動による被害））

新宿センタービル＝２００６年１月撮影

建物が揺れやすい「固有周期」

2011年4月19日朝日新聞より抜粋 http://www.asahi.com/national/update/0419/OSK201104190041.html

東日本大震災で震度５弱だった東京・新宿の超高層ビル（５４階建て、高さ２２３
メートル）が「長周期地震動」を受け、国の耐震基準の約１３倍の約１３分間にわ
たって揺らされ続けたことが大手ゼネコンの調査でわかった。最上階では１メート
ルを超える横揺れが続いた。

６０メートル以上の超高層ビルは国の耐震基準に基づき、震度にかかわらず１
分以上の揺れを想定した強度を義務づけられている。

震度３の大阪・旧ＷＴＣ、揺れ１０分 耐震基準超える？

新宿センタービル、１３分揺れた 国の耐震基準強化へ

2011年4月19日朝日新聞より抜粋 http://www.asahi.com/national/update/0419/TKY201104190244.html

※長周期地震動：一般にはＰ波，Ｓ波の後にくる表面波と言われており，周期は数秒から
十数秒程度である。

長周期地震動が発生する地域は，地表面から岩盤まで数キロも柔らかい地盤が続く深い
盆地構造をもった地域であり，この盆地構造により地震動が増幅・伸張され，大振幅で継
続時間の長い地震動が発生する。

出典：電力土木技術協会 用語集より
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 津波防護対策①津波防護対策① （沿岸低地に地域人口の約（沿岸低地に地域人口の約5050％が居住する中国地方）％が居住する中国地方）

H23.6.22 中国新聞

中国地方においては、
地域人口の約５０％が

沿岸低地に居住
（３８４万人／７６８万人）

（全国平均は35%）

※中国地方整備局試算

1.2 津波によって発生する被害の軽減
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 津波防護対策②津波防護対策② （（中国地方の海岸堤防は，高潮計画で決定）中国地方の海岸堤防は，高潮計画で決定）

Ｔ．Ｐ．+2.262002年最高潮位

（気象庁潮位表）

中央防災会議におけ
る初期水位※

Ｔ．Ｐ． -1.73

Ｔ．Ｐ． ±0.00

Ｔ．Ｐ．+1.18

Ｔ．Ｐ． +1.54

Ｔ．Ｐ．+3.22

水島地区
ＴＰ：表示

台風１６号
（Ｈ16.8.30）

備考

最低水面（工事用基準）Ｃ.Ｄ.Ｌ（Ｍ.Ｐ）

東京湾中等潮位Ｔ.Ｐ

大潮平均満潮位Ｈ.Ｗ.Ｏ.Ｓ.Ｔ

既往最高潮位Ｈ.Ｈ.Ｗ.Ｌ

平均満潮位Ｍ.Ｈ.Ｗ.Ｌ

潮 位

最大津波水位
（ＴＰ＋2.97ｍ）

※初期水位とは、満潮位の値は「平成14 年度気象庁潮位表」より、各地の推定潮位

の年間最高値を調べ、その値を元に設定した

２
．

９
７

ｍ

０
．

７
１

ｍ

初期水位

最大津波水位
※中央防災会議ではこ
れを「津波高さ」として
いる。

津波高さ

Ｔ．Ｐ．

４
．

０
～

５
．

５
ｍ

２
．

２
６

ｍ

高潮・波浪を考慮した
護岸等の計画天端高さ

※許容越波流量：
0.01m3/m/sec

３
．

２
２

ｍ

高潮時の潮位
（既往最高潮位）

波浪＋波浪に対する必
要高さ＋余裕高

設計高潮位（既往最高）
（ＴＰ＋3.22ｍ）

現況の護岸天端高
（ＴＰ＋2.50ｍ）

計画天端高
（ＴＰ＋4.00～5.50ｍ）

【高潮の場合】【津波の場合】

最低水面（C．D．L．） ±0.00m

東京湾中等潮位（Ｔ．Ｐ．）
+2.0m

+3.0m

+4.0m

+5.0m

＋1.73m

2002年最高潮位

（気象庁天文潮位表）
＋3.99m

＋2.91m平均満潮
（M．Ｈ．Ｗ．L．）

既往最高潮位
（H．H．W．L．）

＋4.95m

+6.0ｍ

+1.0m 水島港における東京湾中等潮位（Ｔ．Ｐ．）からの潮位

設計潮位

現行の基準では、津
波と高潮は同時に
起こらないと考えて
いる。

【水島港潮位表ＣＤＬ表示】

【【例：水島港例：水島港】】
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 津波防護対策③津波防護対策③ （（計画天端高不足の護岸が存在）計画天端高不足の護岸が存在）

中国地方整備局管内の主要な港湾にかかる想定地震及び想定の津波水位等の設定状況について

15

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

出典：「交通政策審議会港湾分科会第2回防災部会」 資料より
http://www.mlit.go.jp/common/000146462.pdf

港まちづくりを支える防護ラインの考え方 ～単線防護から多重防護へ～

（１）（１） 津波防護対策④津波防護対策④ （（施設の防災効果の再評価施設の防災効果の再評価

高速高速道路による津波防御ライン、避難地・道路による津波防御ライン、避難地・避難路避難路））

8



16

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

直近の下水処理場の被災・復旧状況を１枚の地図にまとめ、さらに下水管の調
査・対応状況や支援の取組みも記載し、ＨＰ上で公表している。

沿岸部にある県の汚水処理施設が大震災の津波被害で機能しないことにより、
下水道は他のライフラインに比べ、復旧状況に遅れがみられる。

出典：東日本大震災初動の記録 災害時ノウハウ集 20 資料より

（１）（１） 津波防護対策⑤津波防護対策⑤ （（ライフラインの復旧ライフラインの復旧 ライフラインの途絶、ライフラインの途絶、

電気電気・ガス・水道に比べ遅れる下水道・ガス・水道に比べ遅れる下水道の復旧の復旧））

出典：中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」
（第1回平成23年5月28日）資料より

17

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１） 津波防護対策⑥津波防護対策⑥ （（海岸沿いに立地する下水道処理場や役場）海岸沿いに立地する下水道処理場や役場）

○広島県は大きい河川沿い・海岸沿いに役場および下水処理場が立地している
場合が多い。

図 広島県の役場の所在地

出典：MAPPLE地図 昭文社「ちず丸」
http://www.chizumaru.com/

出典：財団法人広島県下水道公社HP 
http://www.kengesui-hiroshima.or.jp/

図 広島県の浄化センターの所在地

9
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（２）（２） 津波津波漂流物対策①漂流物対策① （（津波漂流物からの火災：気仙沼市）津波漂流物からの火災：気仙沼市）

出典：総務省消防庁「東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討会」（第1回：平成23年5月17日）資料より

19

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

液状化①液状化① （（瀬戸内海沿岸部に広がる干拓地・埋め立て）瀬戸内海沿岸部に広がる干拓地・埋め立て）

○噴砂が確認された地点と干拓・埋立年代の関係
広島市1)，三原市2)において噴砂が確認された地点と干拓・埋立年代との関係を

下図に示すが，比較的新しい埋立地に多い。

図 噴砂が確認された地点と干拓・埋立年代

 

：噴砂が確認された地点 

出典：1) 建設省計画局，広島県，広島市 広島地区の地盤 （都市地盤調査報告書第５巻，1964年）

2) 西原晃，柴田徹 芸予地震における三原市周辺の被害状況（土木学会中国支部第53回研究発表会，平成13年6月）

1.3 液状化によって発生する被害の軽減

10
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会液状液状化②化②
（（弓弓浜半島で浜半島で20002000年鳥取県西部地震による液状化発生）年鳥取県西部地震による液状化発生）

「平成12年（2000年）鳥取県西部地震」は米子平野付近の深さ約10kmを震源とする
地震で、鳥取県日野町と境港市で震度6強を観測するなど、広い範囲で震度5弱以上の

強い揺れに見舞われた。

出典：地震調査研究推進本部 中国・四国地方の地震活動の特徴（2010年度）
http://www.jishin.go.jp/main/nihonjishin/2010/chugoku-shikoku.pdf

図の黄色の領域は明治32年に海域

だった場所、濃い青色の領域は液状
化現象が起こったことを示す。

近年干拓や埋立が行われた地域で
液状化が起こっていることがわかる。

図 「平成12年（2000年）鳥取県西部地震」における

液状化現象の発生箇所（鳥取県中海周辺）
〔国土地理院ホームページによる〕

21

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

○土砂災害危険箇所数は、広島県、島根県、山口県が全国の上位３位を占めている

昭和54年10月 豪雨
（鳥取県鳥取市）

平成21年7月 中国・九州北部豪雨
（山口県防府市）

平成17年9月 台風14号
（山陽道：山口県岩国市）

過去の主な土砂災害・水害過去の主な土砂災害・水害

水害
土砂災害

出典：都道府県別土砂災害危険箇所（国土交通省 砂防部）

※土砂災害危険箇所とは、土石流危険渓流等、急傾斜地崩壊危
険箇所等、地すべり危険箇所の合計値

※土石流危険渓流等、急傾斜地崩壊危険箇所等は、H14公表値
※地すべり危険箇所は、H10公表値

平成11年6月 豪雨
（広島市佐伯区）

100箇所未満

100箇所以上500箇所未満

500箇所以上

凡例（土砂災害危険箇所）

昭和58年7月 豪雨
（江の川：島根県江津市）

平成16年9月 台風18号
（太田川：広島市西区）

平成47年7月 豪雨
（島根県出雲市）

平成18年7月 豪雨
（島根県松江市）

平成17年9月 台風14号
（太田川：広島市安芸大田町）

平成22年７月 ゲリラ豪雨
（広島県庄原市）

土砂災害危険箇所土砂災害危険箇所（シェア）（シェア）

中部

17.4%

近畿

15.6%

中国

18.0%

四国

10.1%

沖縄

0.2%

北海道

2.3%

関東

8.4%

東北

8.9%
九州

19.0%

全国計
525,307
箇所

順位順位 都道府県都道府県 箇所数箇所数

都道府県別都道府県別
土砂災害危険箇所数土砂災害危険箇所数

１１ 広島県広島県 31,98731,987
２２ 島根県島根県 22,29622,296
３３ 山口県山口県 22,24822,248

2020 岡山県岡山県 11,99911,999

3636 鳥取県鳥取県 6,1686,168

平成11年9月 台風18号
（広島港：広島市中区）

昭和47年7月 豪雨
（広島県三次市）

（１）（１）土砂災害危険区域①土砂災害危険区域① （（中国地方は全国でも土砂災害危険区域数が多い）中国地方は全国でも土砂災害危険区域数が多い） 1.4 土砂災害の軽減
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１）土砂災害危険区域②土砂災害危険区域② （（芸予地震で、広島市・呉市の宅地造成地で被害）芸予地震で、広島市・呉市の宅地造成地で被害）

出典：広島県ホームページより
http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp

/html/help/saigai/002_09kure.htm

呉市における宅地被災事例

35.0°N

13
2
.
0
°
E

1
33
.
0
°

E

平成13年芸予地震
被害箇所

急傾斜地

学　校

道　路

河川・砂防

ため池

公　園

公営住宅

海岸工作物

港湾施設

液状化

地盤被害

公共施設被害

震度(観測値)

３以下

４

５弱

５強

６弱

出典：広島県地震防災対策調査検討委員会、広島県の地震防災対策のあり方－平成13年(2001年)芸予地震の
被害実態調査と想定される地震への防災対策、平成15年3月

震度分布と広島県内の地盤・公共施設被害箇所

広島県による平成13年（2001年）芸予地震の被害箇所の実態調査によると、急傾

斜地や液状化などの地盤被害が下図の箇所で発生している。

23

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（１）（１）土砂災害危険区域③土砂災害危険区域③
（（平成平成1111年年6.296.29豪雨豪雨により、広島で土砂災害発生（土砂法制定）により、広島で土砂災害発生（土砂法制定）

出典：広島県HP 土砂災害ポータルより

平成11年6月の集中豪雨では，最大時間雨量81mmを記録し，死者・行方不明者
が32名にもおよ部大規模な災害となり，土砂災害防止法制定の契機となった。

がけ崩れ（呉市警固屋7丁目） 土石流 岡の下川水系屋代川（広島市佐伯区）

12
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

○仙台市の丘陵地には、多くの谷埋め盛土が存在し住宅地として利用されている。それらは、1978 年の宮城県沖地震
の際にも変動したが、今回も同様の地すべりが発生した。

出典：東北地方太平洋沖地震災害調査報告会（平成23年4月11日）「宮城県内陸部の被害」古関・若井 資料より

（２）（２）宅地造成①宅地造成① （（仙台市周辺などの宅地造成の盛土崩壊）仙台市周辺などの宅地造成の盛土崩壊）

折 立 北中山

陣が原西花苑

南光台

山本町T団地

25

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

複合災害①複合災害① （（瀬戸内海臨海部には化学工場が集積）瀬戸内海臨海部には化学工場が集積）

○石油コンビナート等特別防災区域の現況
一定量以上の石油又は高圧ガスを大量に集積している３３道府県の８５地区（平成２２

年４月１日現在）が、石油コンビナート等災害防止法に基づき、特別防災区域に指定さ
れている。

瀬戸内海臨海部には化学工場が集積しており、特別防災区域に指定されている箇所
が多い。

図 石油コンビナート等特別防災区域の指定状況

出典：平成22年版 消防白書 石油コンビナート災害対策の現況
http://www.fdma.go.jp/html/hakusho/h22/h22/html/1-3b-1.html

1.5 複合災害の軽減
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会
複合災害②複合災害②

（中国地方の石油コンビナート等特別防災区域の現況（（中国地方の石油コンビナート等特別防災区域の現況（11））））

水島臨海

周南

下松

岩国・大竹

江田島・能美

福山・笠岡

宇部・小野田

各地方の石油貯蔵・取扱量
各地方の高圧ガス処理量
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中国地方の瀬戸内海沿岸は、

関東地方に次ぐ石油、高圧ガ

ス等の取扱を誇る地域。

高圧ガスは産業・医療・農業・生活の分野において様々な用途に使われ酸素・窒素・アルゴ
ン・炭酸ガス・ヘリウム・水素・アセチレン・プロパン・フロンガス・混合ガス等がある。
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会
複合災害③複合災害③

（（中国地方の石油コンビナート等特別防災区域の現況（中国地方の石油コンビナート等特別防災区域の現況（22））））

都道府県別屋外石油タンク貯蔵所（容量1,000kL以上）の施設数

屋外タンク貯蔵所数
(1,000kL以上）

全国比
(1,000kl以上)

北海道 607 7.7%
東北 535 6.7%
関東 2,152 27.1%
北陸 394 5.0%
中部 941 11.9%
近畿 831 10.5%
中国 1,198 15.1%
四国 421 5.3%
九州 720 9.1%
沖縄 135 1.7%
全国 7,934 100.0%
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

複合災害④複合災害④ （（瀬戸内海臨海部には化学工場が集積）瀬戸内海臨海部には化学工場が集積）

29

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会複合災害⑤複合災害⑤
（（コンビナート等における災害コンビナート等における災害 千葉でのタンク火災）千葉でのタンク火災）

出典：総務省消防庁「東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討会」（第1回：平成23年5月17日）資料より

千葉でのタンク火災（液状化や側方流動等による被害の甚大性について報道）

15
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会複合災害⑥複合災害⑥
（（コンビナート等における災害コンビナート等における災害 千葉でのタンク火災）千葉でのタンク火災）

「封印された「東京湾炎上」液状化で油や劇物が海に大量流出する」 ＡＥＲＡホームページより

封印された報告書の名称は、こうだ。

「臨海部の地震被災影響検討委員会報告書」

東京湾の整備を担当する国土交通省関東地方整備局
が発足させた有識者委員会が２年間かけて検討し、2009
年３月に策定した。７人が委員を務めた。液状化の港湾
被害まで言及した報告書はＡ３判25枚にのぼる。

詳しい内容は後述するとして、被害の大きさを指摘した
報告書に加え、対応策をまとめた「提言書」も併せて策定
された。だが、こちらも日の目を見ることはなかった。

「一生懸命協力したのに、なぜ公表しなかったのか。いま
だに腹が立つ」

当時の委員の一人は取材に、こう答えた。
首都直下地震が起きたとき、甚大な被害を懸念されているの

が東京湾の臨海部だ。発電所、石油化学、鉄鋼などのコンビ
ナートが集中し、タンクが立ち並ぶ。

東京湾内に、いったいどれだけの石油タンクがあるか。
昨年４月の時点で、5580基だ。その９割は千葉県市原市を中

心とする京葉臨海中部（2901基）と、川崎市を中心とする京浜臨
海（2084基）の２地区で占める。

東日本大震災があった3月11日、市原市のコスモ石油の製油

所で起きたＬＰＧ（液化石油ガス）タンクの爆発火災は、住宅地に
近いコンビナート災害の危険性を、まざまざと見せつけた。

原発事故の陰に隠れてしまったが、周辺の約８万人の地区に
市から避難勧告が出され、1142人が避難している。

「これだけですんだのは奇跡」
独立行政法人「海上災害防止センター」（横浜市西区）の萩原

貴浩防災部長は、そう話す。
火災時に真っ先にかけつけ、消火活動の中心を担ったのがセ

ンターの消防船だった。危険すぎて、市の消防本部も海上保安
庁も容易には手を出せない。海上火災の特殊任務を負うセン
ターでは、幹部消防職員の教育機関である消防大学校の訓練も
請け負っている。

萩原部長が最も心配したのは、爆発で飛び散ったタンクの破
片が周辺事業所のタンクに突き刺さって炎上し、そこからまた破
片が飛び散ってタンクの爆発が連鎖的に広がることだったーー。
（編集部 岡本 進）
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

出典：中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 （第５回：平成23年7月10日）資料より

（３）避難所・避難地①（３）避難所・避難地① （（施設の防災効果の再評価施設の防災効果の再評価

高速高速道路による津波防御ライン、避難地・道路による津波防御ライン、避難地・避難路避難路））

避難路の整備

2 災害対応
2.1 避難行動

16
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

出典：中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 （第５回：平成23年7月10日）資料より

（３）避難所・避難地②（３）避難所・避難地② （（施設の防災効果の再評価施設の防災効果の再評価
高速高速道路による津波防御ライン、避難地・道路による津波防御ライン、避難地・避難路避難路））

避難に関わる施設の整備

33

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

※出典：総務省統計局
「国勢調査報告」
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2005年

○総 人 口 ： 768万人（全国：12,777万人の6.0%）
○高齢者人口 ： 176万人（全国： 2,567万人の6.9%）
○高 齢 化 率 ： 22.9% （全国平均：20.1%）
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（４）（４）情報共有・ハザードマップ①情報共有・ハザードマップ①
（（中国地方は高齢化が全国に先がけて進行）中国地方は高齢化が全国に先がけて進行）
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

○中国地方の中山間地域では住民の過半数が65歳以上の集落機能の維持が困難となっている集落の数が
全国の約３割。

○中国地方の集落規模は100人程度と全国的に見て非常に小さい。
○中山間地域では、二次医療機関や三次医療機関の利用圏から外れる地域がみられるが、これらの地域には

小規模高齢化集落の多くが分布。

集落タイプ 高齢化率 世帯数 備考 集落数 割合（％）

① 70％以上 ９戸以下 370 2.8

② 50％以上 19戸以下 ①除く 1,532 11.7

③ 40％以上 29戸以下 ①②除く 2,417 18.5

④ 40％未満 29戸以下 4,764 36.4

⑤ 40％以上 30戸以上 767 5.9

⑥ 40％未満 30戸以上 3,250 24.8

合計 13,100 100.0

※「過疎地域等における集落の状況における集落の状況に関する現状把握調査結果の概要」 総務省 H23.4

出典：島根県中山間地域研究センター出典：島根県中山間地域研究センター

過疎地域にある住民の過半数が65歳以上の高齢化集落数
（全国比較）
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（４）（４）情報共有・ハザードマップ②情報共有・ハザードマップ②
（（中山間地域の限界集落・高齢中山間地域の限界集落・高齢化化 中山間地域の限界集落）中山間地域の限界集落）
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（５）（５）帰宅困難者①帰宅困難者① （（首都圏での帰宅困難者の大量発生）首都圏での帰宅困難者の大量発生）

出典：中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」（第1回：平成23年5月23日）資料より
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）自治体支援①（１）自治体支援① （（市町村支援市町村支援 リエゾン等市町村支援リエゾン等市町村支援））

○大規模自然災害における被災状況の迅速な把握や被災地の早期復旧に関し、地方公共団体等に対して技術的支援

を円滑・迅速に実施するため緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を創設（H20.5）。

○東日本大震災においては、国土交通大臣の指示の下、地震直後から全国の災害対応を通じて蓄積した専門知識を有

する人員や災害対策用資機材の広域運用を開始。

○最大500名を超える体制で、迅速な被災状況の把握、途絶した通信機能の確保、排水ポンプ車による湛水の排除、市

町村施設の復旧のための調査等を実施。

延べ16,507人・日活動（5月24日現在）延べ延べ16,50716,507人・日活動人・日活動（（55月月2424日現在）日現在）

地元自治体への助言

被災状況調査班
（地域ニーズの聞き取り調査）

応急対策班
（自衛隊と共に、町関係者と調整）

先遣班（ヘリ調査）

先遣班（道路被災状況調査）

情報通信班
衛星通信車を設営

応急復旧班
（排水ポンプ）

先遣班（河川被災状況調査）

2.2 初動対応
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）自治体支援②（１）自治体支援② （（TECTEC--FORCEFORCEによる被災地調査による被災地調査））

①【発災当日】計62名
・市町村等に43名を派遣
・ヘリ3機が現地調査

（5機が東日本へ移動）

②【発災翌日】計397名
・市町村等に111名派遣（以降継続）
・被災状況調査のため247名を派遣
・通信確保のため

衛星通信局3台、 4名を派遣 等

③【3日後】計511名【4日後】計521名
・被災状況調査のため323名に派遣を増強
・被災地の通信確保のため衛星通信局8台、9名に増強
・被災市町村のニーズをもとに救援物資の調達を開始

発災

④【発災後1ヶ月間】延べ9,749名
・被災状況を踏まえ、応急復旧、自治体支援、

災害対策機械操作等の部隊を派遣

被災状況調査被災状況調査

運営運営

研究者・専門官による調査研究者・専門官による調査

自治体支援・通信確保自治体支援・通信確保

［派遣人数］

応急復旧支援応急復旧支援

注1：延べ出動数の単位は人日、台日。 注2：応急復旧はTEC-FORCE、東北地方整備局職員、地元及び各地の建設業者が実施。

【全国の地方整備局からの派遣状況】

東北地整の災対本部等の指揮下で活動

（国、県、市町村等（国、県、市町村等
管理施設を調査）管理施設を調査）

（リエゾン、市町村の復旧支援等）（リエゾン、市町村の復旧支援等）

（道路の復旧、ポンプ排水等）（道路の復旧、ポンプ排水等）

合計合計

北陸地整・四国地整の排水ポンプ車北陸地整・四国地整の排水ポンプ車

出動数 延べ出動数
TEC-FORCE隊員 1,742 9,749
ヘリコプタ 8 119
衛星通信車 9 260
可搬式衛星通信局 16 345
排水ポンプ車 93 2,021
照明車 67 1,611
対策本部車等 58 1,523
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（１）自治体支援③（１）自治体支援③ （平成２１年九州北部山口豪雨災害で、国道（平成２１年九州北部山口豪雨災害で、国道484484号へ号へ

応急仮設橋梁の架設や照明車、排水ポンプ車による支援を実施）応急仮設橋梁の架設や照明車、排水ポンプ車による支援を実施）

③支援の評価

①被害の概要
★平成21年7月21日 山口県防府市で記録的な豪雨が発生。

【1時間雨量72.5mm、24時間雨量275mm(共に観測史上１位)】

★多数の土石流が発生するなど甚大な被害。

【山口県内で死者22名、重軽傷者35名、家屋の全半壊110棟、

浸水家屋4,560棟、がけ崩れ75箇所（消防庁HPより）】

下右田地区

防府市大字真尾（ライフケア高砂）死者７名

神里川地区

②支援の実施状況
★災害発生直後からリエゾンの派遣や災害対策用ヘリコプターなどによる

情報収集を実施。

★山口県及び防府市の要請を受け、被災状況調査及び災害復旧事業等

の技術支援を目的として全国からＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員等を約４０日間

（延べ1,061人）にわたって派遣。

★排水ポンプ車や照明車などの災害対策用機械を派遣。

★被災した国道262号上勝坂橋の仮復旧のため、中国地方整備局が

保有する応急組立橋梁を山口県へ引渡し。

★被災した国道262号の代替路として高速道路の無料化を実施。

★県知事の要請を受け、直轄砂防災害関連緊急事業に着手。

【事業内容：砂防えん堤５基、総事業費：約17億円】

← 排水ポンプ車稼働状況
（宇部市三段池)

国道262号上勝坂橋 →
応急組立橋梁架設

TEC-FORCE隊員
活動状況 →

山口県知事より感謝状贈呈 防府市長より感謝の言葉

★山口県や防府市に対して緊急点検結果
や

技術支援成果を報告。

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員 約40日間 延べ１，０６１名 派遣！！
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（２）（２）被災調査①被災調査① （（ヘリコプターによる災害直後の被災調査ヘリコプターによる災害直後の被災調査））

発災直後より、東北、中部、近畿、四国の４地方整備局が、災害対策用ヘリコプターを
用い、調査エリアを分担して被災した東北地方整備局上空からの広域的な調査を実施
した。

交通インフラの被害のため現地踏査による被災状況調査ができない中、沿岸部の浸
水状況、内陸部の土砂崩壊状況、道路及び河川の状況等について、早期に状況把握を
行うことができた。

出典：東日本大震災初動の記録 災害時ノウハウ集 13 資料より

《中部地方整備局の支援》
○ヘリコプターによる上空調査

出典：お知らせ（4/11付け取りまとめ版）中部地方整備局の東日本大震災
への支援について http://www.cbr.mlit.go.jp/kisya/2011/04/0406.pdf
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（３）（３）通信の確保①通信の確保① （（衛星通信による被災地の通信手段確保衛星通信による被災地の通信手段確保））

出典：東日本大震災初動の記録 災害時ノウハウ集 58-1 資料より

一般電話回線、携帯電話回線が使用困難になると共に停電が長期化する中、被
災した福島県へのK‐COSMOSの配備、出張所等へのKu‐SAT配備、ヘリテレ可搬

局の配備、被災した監視カメラの代替としての衛星通信車等の配備で臨時の通信手
段や情報収集手段を確保した。

また、広域的な停電の発生により、事務所、出張所、無線中継所等の通信拠点で
は非常用発電機による運転を行っていたが、他地整からの燃料調達も含め発電機
用燃料の補給を行い、最長１ヶ月以上の停電にも電源及び通信回線を確保した。
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東日本大震災で甚大な被害を受けたライフラインを一
刻も早く復旧させようと、民間事業者が全国から集結、
“オールジャパン”態勢で全力を挙げている。

仙台市ガス局では供給する７市町村で３５万世帯の都
市ガス供給がストップ。この危機に、全国の都市ガス業
者が立ち上がった。

（１）（１）防災支援体制の整備①防災支援体制の整備①
（（関係機関の協力関係機関の協力 水道：自治体水道：自治体の支援、電気・ガス等：同業者の支援）の支援、電気・ガス等：同業者の支援）

出典：産経新聞ニュース より一部抜粋
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/disaster/500547/

復旧作業の手順を協議する各都市ガス業者の技術者ら。
ヘルメットや作業着には各社のロゴ＝３月３０日午前、
仙台市宮城野区福室

出典：広島市 東日本大震災の被災地への支援等について 職員等の派遣より一部抜粋
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1300150762995/index.html

広島市では、以下のとおり被災地へ職員等を派遣しています。
【抜粋】
○水道関係職員の派遣
社団法人日本水道協会からの要請により、職員を派遣
〔概 要〕応急給水活動及び水道施設の応急復旧に向けての
調査活動
〔期 間〕３月１２日（土）～５月２日（月）
〔派遣状況〕計１２班（延べ派遣人数６３名）を派遣
〔派遣先〕岩手県盛岡市、宮城県石巻市・南三陸町
〔活動実績〕○ 応急給水活動
茨城県行方(なめがた)市、岩手県釜石市（3/12～3/20）
計３班（延べ派遣人数２７名）、給水タンク車２台、普通車２台を
派遣
宮城県石巻市・南三陸町（4/2～5/2）
計５班（延べ派遣人数２４名）、普通車１台を派遣
○ 調査活動
岩手県（3/21～4/25）
計４班（延べ派遣人数１２名）、普通車１台を派遣

○自治体の支援 【広島市】 ○同業者の支援 【ガス業者】

2.3 応急復旧
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（１）（１）防災支援体制の整備②防災支援体制の整備②
（（関係機関の協力関係機関の協力 民間船舶業者からの輸送船舶確保民間船舶業者からの輸送船舶確保））

日本内航海運組合総連合会内では、「東北地方太平洋沖地震災害対策本部」
（平成２３年３月１１日）を設置し、被災地への支援物資を輸送するための手段とし
て、輸送要請のあった場合に対応できる船舶を準備した。

（ＲＯＲＯ船１０隻、コンテナ船４～５隻、砂利運搬船３隻）

出典：東日本大震災初動の記録 災害時ノウハウ集 9 資料より

支援物資を輸送する内航RORO船が、仙台塩釜港に、再開

後初めて寄港します。
栗林商船㈱の所有する内航RORO船（神泉丸、13,089総ト

ン）が３月２２日夜に東京港を出港し、２３日に仙台塩釜港へ支
援物資（荷役機器等）を輸送するために寄港する予定です。

栗林商船㈱は、今後、公的機関の災害対策本部の輸送承認
を得ており、被災地自治体が受け入れを承認しているなど、一
定の要件を満たす救援物資については、東京～仙台塩釜間
は、無償で輸送するとのことです。

※詳細は栗林商船㈱ＨＰを参照
http://www.kuribayashishosen.com/20110322info.pdf

出典：国土交通省 海事局内航課
http://www.mlit.go.jp/common/000138457.pdf

内航RORO船の仙台塩釜港への

初寄港について

※ＲＯＲＯ船：ロールオン・ロールオフ船の略であり、トラックがそのまま船に

乗り込む形で輸送を行う船舶。
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（１）（１）防災支援体制の整備③防災支援体制の整備③
（（関係機関の協力関係機関の協力 全国の整備局から海面清掃船等による漂流物回収）全国の整備局から海面清掃船等による漂流物回収）

海面清掃船及び支援船によるゴミ回収活動

派遣された海面清掃船（左より、べいくりん（関東）、白龍（中部）、海和歌丸（近畿）、みずき（四国）

●４月２０日から６月２１日にかけて、地方整備局保有の海面清掃船４隻を東北（仙台塩釜港、大船渡港）
に派遣、海面のゴミ回収作業を実施、海面清掃船及び支援船により、約６，７００ｍ３のゴミ等を回収した。

22



44

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

応
急
復
旧

（１）（１）防災支援体制の整備④防災支援体制の整備④ （（道路のくしの歯作戦）道路のくしの歯作戦）

太
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洋

東
北
道
、
国
道
4
号

久慈市

宮古市

釜石市

大船渡市

陸前高田市

気仙沼市

南三陸町

石巻市

＜第２ステップ＞

太
平
洋

東
北
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、
国
道
4
号

太
平
洋

東
北
道
、
国
道
4
号

＜第３ステップ＞＜第１ステップ＞

被災地の復旧、復興のための最重要課題～緊急輸送道路を「くしの歯型」とし、通行可能に～被災地の復旧、復興のための最重要課題～緊急輸送道路を「くしの歯型」とし、通行可能に～

第１ステップ
東北道、国道４号の縦軸ラインを確保

第２ステップ
三陸地区へのアクセスは東北道、国道４号からの横軸ラインを確保
→３月１５日、全１５ルート確保（１６日から一般車両通行可）

第３ステップ
→３月１８日、道路啓開は概ね終了。応急復旧の段階に移行。
国道４５号は、９７％が通行可能となる。

啓
開

４月１０日には、直轄国道の応急復旧が完了。

国道４号から各路線経由で国道45号、６号までの復旧状況
平成23年4月11日14時現在

震災による被災箇所の復旧作業に応じた作業方法を検討することにより、早急な復旧が可能となった

国
道
４
５
号

45

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会
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30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000
建設投資のピーク
5.3兆円（８年度）

民間投資のピーク
2.8兆円（２年度）

政府投資のピーク
2.7兆円（１０年度）

建設業許可業者数のピーク
40千業者（１１年度末）

（億円）

（年度）

＜中国地方＞

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」
注１：投資額については平成19年度まで実績、20年度・21年度は見込み、22年度は見通し
注２：建設業許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値

建設投資
2.3兆円

建設投資
ピーク時比
▲56.6％

許可業者数
ピーク時比
▲17.5％

建設業許可業者数
33千業者

（21年度末）

（業者数）
中国地方の建設投資（名目値）、建設業許可業者数の推移

○ 建設投資額：平成２２年度投資額（見通し）は、約２．３兆円でピーク時（８年度）の約４３％
○ 建設業許可業者数：平成２１年度の建設業者数は３．３万業者で、１１年度４．０万業者に比べ約１８％減少

（１）防災支援体制の整備（１）防災支援体制の整備⑤⑤
（（中国地方の地元建設産業の弱体化・保有機械の減少中国地方の地元建設産業の弱体化・保有機械の減少））
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

○ 中規模（従業者10人の割合が増加）以上の建設企業の数が大幅に減少し、小規模の建設企業が増加。
○ 小規模化の傾向は、地方圏で顕著。

（１）防災支援体制の整備（１）防災支援体制の整備⑥⑥
（（中国地方の地元建設産業の弱体化・保有機械の減少中国地方の地元建設産業の弱体化・保有機械の減少））

47

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

○平成１１年以降、リース業者の保有台数は横ばいの一方、建設業者の保有台数は減少。

（１）防災支援体制の整備（１）防災支援体制の整備⑦⑦
（（中国地方の地元建設産業の弱体化・保有機械の減少中国地方の地元建設産業の弱体化・保有機械の減少））
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１）防災支援体制の整備⑧防災支援体制の整備⑧ （（支援基地（道の駅、支援基地（道の駅、SASA等等））））

「道の駅」が、自衛隊の活動拠点や住民の避難場所、水、食料、トイレを提供する
貴重な防災拠点として、また自家発電設備を備える駅では、停電時にも２４時間開
所する等により機能。

高速道路のＳＡ・ＰＡについては、四倉PA、羽生PAが自衛隊や消防隊の中継基地
として、また福島松川PAは福島第一原発からの集団避難住民の輸送中継基地とし

て利用された。このほか防災備蓄品の集積拠点として１０カ所のＳＡが活用された。

＜自衛隊の中継基地として利用された四倉PA＞

＜消防隊の中継基地として利用された羽生PA＞＜自衛隊の復旧支援活動の拠点として機能する道の駅「津山」＞

出典：東日本大震災初動の記録 災害時ノウハウ集 68 資料より

49

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）（１）防災支援体制の整備⑨防災支援体制の整備⑨ （緊急物資の調達・配給）（緊急物資の調達・配給）

出典：中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」（第8回：平成23年8月25日）資料より
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（１）（１）防災支援体制の整備⑩防災支援体制の整備⑩
（（応急物資等支援応急物資等支援 河川・道路・港湾の応急復旧）河川・道路・港湾の応急復旧）

◇道路
・震災後1ヶ月（４月１０日）で応急復旧終了。国道４５号、６号（原発

規制区域以外）全箇所の通行確保。
◇河川

・仙台空港の湛水域が低下。総排水量約500万m3。（４月１３日仙台

空港国内線一部再開）
・大規模に被災した東北地整管内の河川堤防29箇所の緊急復旧事
業に着手し、救援活動等に資する道路兼用堤防5箇所を3月31日ま
でに一般交通確保。その後4箇所完了し、全9箇所完了。

◇港湾
・被災を受けた太平洋側１０港全てで、3月23日までに係留施設が一

部復旧。緊急支援物資の受入れが可能。

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥによる排水作業及び夜間照明作業の実施。Ku-SAT
（衛星小型画像伝送装置）等の衛星通信路の確保。応急組立橋の設置。
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（１）（１）防災支援体制の整備⑪防災支援体制の整備⑪
（（平成の大合併による災害対応力の低下）平成の大合併による災害対応力の低下）
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阿知須町

防府市

山口市

岩美町

町
条
北

町
栄
大町

山
中

赤
碕
町村

津
吉
日

安来市

松江市

町
湯
玉

出雲市

浜田市

町
郡
小

村
郷
本

上関町

東和町

廿日市市

町
美
沖 呉市

町
浜
豊 町

豊

町
刈
蒲
下

広島市

町
市
新

町
代
千
八 町

田
甲

村
野
布

村
田
君

町
木
油

町
北
勝

町
田
勝

波
阿

村

町
西
哲

方
鴨

町
光
金

町

島
寄

町

五箇村

西郷町

布施村

都万村

西ノ島町

海士町

知夫村

八頭町

鳥取市

湯梨浜町北栄町

琴浦町

大山町

倉吉市

伯耆町

米子市

南部町

松江市

出雲市 安来市

雲南市

奥出雲町
大田市

飯南町

美郷町

邑南町

浜田市

江津市

益田市

津和野町

萩市

長門市

下関市

山陽小野田市

宇部市

山口市

周南市

岩国市

光市
柳井市

周防大島町

廿日市市

江田島市

呉市

大崎上島町

広島市
東広島市

三原市
尾道市

福山市

府中市世羅町

安芸太田町

北広島町
安芸高田市

三次市

庄原市

神石高原町

美作市

美咲町

津山市
鏡野町

真庭市

新見市

高梁市

井原市

浅口市

総社市

倉敷市

岡山市

吉備中央町

赤磐市

瀬戸内市

備前市

和気町

隠岐の島町

吉賀町

美祢市

平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ 日 現 在

中国地方における市町村合併の動き（合併状 況）

凡 例

黄、緑着色エリアは（旧）合併特例法改正（H11.7.16）以降の合併市町
（新市町名、旧市町村名、合併形態　　　　　）: 新 設

: 編 入　　

0　   10　  20　  30　  40　  50㎞

N

○平成の大合併により行政の機能が集約化されたことにより、緊急自動車の移動距離の増加・絶対数の不足といった災害対応
力の低下が懸念されている。

合併後

合併前
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（１）防災支援体制の整備⑫（１）防災支援体制の整備⑫ （被災者の移転（被災者の移転 近隣県による住居の確保近隣県による住居の確保））

出典：中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」（第8回：平成23年8月25日）資料より
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

道の駅（整備中）

道の駅（供用中）

幹線国道

主な一般国道

島根県

山口県

鳥取県

岡山県

広島県

ポート赤碕

はっとう

掛合の里

ゆめランド布野

みやま公園

長門峡

ゆうひパーク浜田

たけはら

道の駅名

防災拠点：8駅

道の駅名

防災拠点：8駅

・中国地方管内の｢道の駅｣のうち８駅が防災拠点化
※｢道の駅｣の登録９１駅(H23.8.25)

（２）緊急の輸送路や防災拠点の確保①（２）緊急の輸送路や防災拠点の確保①

（中国地方においては８か所の（中国地方においては８か所の道の駅道の駅がが防災拠点防災拠点））
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（２）緊急の輸送路や防災拠点の確保②（２）緊急の輸送路や防災拠点の確保②

（中国地方においては８か所の（中国地方においては８か所の道の駅道の駅がが防災拠点防災拠点））

市町村等地方自治体と連携し、各地域毎にそれぞれの「道の駅」にふさわしいメニューにより、災害
時に対応した防災機能を充実。

地方自治体と連携し、それぞれ必要な施設等を整備

道路管理者 地元自治体

◆情報提供装置拡充 ◇地域防災計画への位置付け

◆非常用水の確保 ◇災害時優先電話（予定）

◆非常用電源の確保 ◇備蓄倉庫（予定）

◆通信手段の確保 ◇非常用物品・物資（予定）

◆非常トイレの整備

整備の目的
○当駅は、連続雨量事前通行規制区間に挟まれ、また、周辺
には地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定されて
いる集落が多数存在。
○災害時における道路利用者、地区住民を対象とした各種情
報提供、あるいは避難場所として防災拠点施設整備を行う。

■ 防災拠点整備例 道の駅「掛合の里」(島根県)玉宍

９９

９９

191191

９９

９

54

９９

島根県

９

松江市

【位置図】

道の駅「掛合の里」

5454

非常用電源の確保

非常用水の確保

通信手段の確保

・衛星携帯電話

非常用トイレの整備

情報提供装置の拡充

・防災情報提供モニター

「道の駅」区域

掛合の里掛合の里

事
前

通
行

規
制

区
間

事
前

通
行

規
制

区
間

事
前

通
行

規
制

区
間

事
前

通
行

規
制

区
間

事
前

通
行

規
制

区
間

事
前

通
行

規
制

区
間

【 掛合の里 概要 】
○路 線 名 ： 一般国道５４号
○所 在 地 ： 島根県雲南市掛合町
○整備手法 ： 一体型
○供 用 ： Ｈ５．８．８
○全体面積 ： 約２１，０００ｍ2
○駐車場台数 ： 大型８台、普通車３８台

身障者用１台

休憩・情報・トイレ施設全景

防災拠点化事例防災拠点化事例 「掛合の里」（島根県）「掛合の里」（島根県）

至 松江

至 広島
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（２）緊急の輸送路や防災拠点の確保③（２）緊急の輸送路や防災拠点の確保③

（みなとオアシス１６カ所において防災機能の充実が期待）（みなとオアシス１６カ所において防災機能の充実が期待）

みなとオアシスみなとオアシス

海浜・旅客ターミナル・広場など「みなと」の施設やスペースを活用した
地域交流拠点に対し、地方整備局長が認定登録を行い、様々な支援により、
「みなと」を地域の方々や観光客など多くの人が気軽に立ち寄り交流する
憩いの場、いわゆる「オアシス」として活用するものです。
地域のニーズを反映し、構想段階から運営･維持管理段階まで、住民の皆さ
んに参加していただきながら創り上げていくことが大きな特色

「みなとオアシス」とは

■みなとオアシス制度 平成１５年度に中国・四国地方整備局が制度創設
■中国地方オアシス数 １４港（本登録：６ 仮登録：８）※全国６６港
■中国協議会事務局 中国地方整備局 港湾空港部

概 要

「みなとオアシス」が提供する基本サービス（必須）
・地域情報、観光情報
・地域住民・観光客に対する交流スペース
・陸上交通との結節機能
付加サービス（地域特性反映）
・物販飲食機能
・観光機能及びスポーツ機能等
・公共サービス
ネットワークサービス
・周辺施設への航路情報及び道路情報
・道の駅、マリーナ等周辺拠点と連携した情報

機能・施設構成

構成施設
・港湾施設（海岸施設含む）
・情報発信施設
・交流スペースを持つ施設
（会議室、広場等）

・トイレ・駐車場
・交通結節機能を持つ施設
（バス停等）

・付加サービス、ネットワーク
サービス提供のために必要な
施設

■国土交通省、地方整備局のホームページでの広域広報によるＰＲが可能
■普段は多くの来訪者が集う場所が、みなとオアシスを舞台として定期的に防災訓

練を行うことにより、防災意識の向上や、みなとオアシスの防災的な役割が認

知・浸透される
■災害時に利活用可能な施設（情報機能等）や空間（公園・駐車場等）を有してお

り、平時には多くの地域住民、観光客が利用していることから、防災機能を有し
ていることを認知してもらいやすい環境にある

メリット・効果
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（３）（３）物流機能の確保①物流機能の確保①
（日本海側の港湾と道路網が緊急輸送物資や燃料等の代替輸送を担務）（日本海側の港湾と道路網が緊急輸送物資や燃料等の代替輸送を担務）

出典：国土交通省 国土審議会「防災国土づくり委員会」（第2回：平成23年6月14日）資料より

今回の震災では、太平洋側の交通ネットワークが甚大な被害を受け、更に東北・関東間の平時に活用する
ネットワークに交通制限、機能不全が生じた。その際、日本海側の軸線を活用した代替ルートが活用された。

57

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（３）物流機能の確保②（３）物流機能の確保②
（ネットワークの構築（ネットワークの構築 高速道路ネットワークの重要性）高速道路ネットワークの重要性）
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（３）物流機能の確保③（３）物流機能の確保③ （（山陰道などのミッシングリンク山陰道などのミッシングリンク））

総延長
(km)

供用延長
(km)

進捗率
(%)

高規格幹線道路 約14,000 9,855 70

H23.4.1現在

東海・東南海・南海地震時に想定されている津波影響範囲
（平成15年12月中央防災会議「東南海、南海地震に関する報告」）

1

東海、東南海、南海地震時に津波浸水が想定される主な国道

42

5556

10

220

国道220号
浸水想定区間：約4km

国道10号
浸水想定区間：約4km

国道56号
浸水想定区間：約29km

国道55号
浸水想定区間：約31km

国道42号
浸水想定区間：約55km

国道1号
浸水想定区間：約18km

東海・東南海・南海地震の津波影響範囲のミッシングリンクが残る主な区間と
浸水が想定される主な国道

ミッシングリンクが残る主な区間

○ 東海・東南海・南海地震時に想定される津波影響範囲には、浸水が想定される国道や高速道路のミッシングリンクが多数存在。○ 東海・東南海・南海地震時に想定される津波影響範囲には、浸水が想定される国道や高速道路のミッシングリンクが多数存在。
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（３）物流機能の確保④（３）物流機能の確保④ （（山陰道並行区間の山陰道並行区間の状況）状況）

中
国
横
断
自
動
車
道

（
尾
道
松
江
線
）

中
国
横
断
自
動
車
道

（
姫
路
鳥
取
線
）

山陰自動車道

中国自動車道

山陽自動車道

車道 岡山市
広島市

松江市

鳥取市

山口市

：自然災害による全面通行止め箇所

：交通事故による全面通行止め箇所（代表箇所）

【交通事故事例】【交通事故事例】

至 松江

至 大田

迂回路
2.6倍

迂回路
2.7倍

迂回路
2.2倍

○国道９号，１９１号（山陰道並行区間）では，過去3年間で137回（約45回/年）全面通行止めが発生。
○全面通行止めが発生した場合，約2倍～3倍強の時間を要する迂回が必要となる。

迂回路
3.5倍

【自然災害事例】【自然災害事例】

迂回路
2.8倍

迂回路
2.0倍

萩市

倉吉市

米子市

出雲市

大田市

浜田市

益田市

江津市

長門市

松江方面への渋滞状況

至 松江

：代表迂回路

*過去3年間（H19，20，21年）の実績
*迂回路に記載している数字は所要時間ベース
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（３）（３）物流機能の確保⑤物流機能の確保⑤
（中国地方には、国際バルク戦略港湾（中国地方には、国際バルク戦略港湾1010港のうち港のうち44港が所在）港が所在）

●

●

●●
●

●

●

●●
● 穀物
● 鉄鉱石
● 石炭

釧路港

鹿島港

小名浜港

木更津港

水島港・福山港

名古屋港

徳山下松港・宇部港

志布志港

●●

水島港

国土交通省では、資源、エネルギー、食糧等の安定的かつ安

価な供給のため、国際バルク戦略港湾の選定を進めてきたが、

選定港湾について、以下の通り決定した。

●穀 物： 「鹿島港」、「志布志港」、 「名古屋港」、
「水島港」、 「釧路港」

なお、「清水港・田子の浦港」に関しては、次世代大型船舶について、名古屋港を

ファーストポートとし、これと連携しつつ対応を図ることとする。

●鉄鉱石： 「木更津港」、「水島港・福山港」

●石 炭： 「徳山下松港・宇部港」、「小名浜港」

し ぶ し

と く や ま く だ ま つ
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

西
瀬
戸
自
動
車
道

（全
線
開
通
）

山陽自動車道

（全線開通）

山 口

島 根

広 島

岡 山

鳥 取

世羅IC

瀬
戸
中
央
自
動
車
道

（全
線
開
通
）

中
国
横
断
自
動
車
道

尾
道
松
江
線

東
広
島
呉

自
動
車
道

中
国
横
断
自
動
車
道

姫
路
鳥
取
線

尾道JCT

中国縦貫自動車道

（全
線開通）

中
国
横
断
自
動
車
道

岡
山
米
子
線

赤
碕
中
山
Ｉ
Ｃ

大
栄
東
伯
Ｉ
Ｃ

一般国道9号
東伯・中山道路

H22.11.27
供用

H23.2.27
供用

広
島
県

山
口
県

山陰自動車道

126／380km 33％

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

中国横断自動車道尾道松江線

45／137km 33％

東広島・呉自動車道

11／33km 33％

中国横断自動車道岡山米子線

107／128km 84％

黒瀬IC（仮称）

阿賀IC
H23年度

供用予定

三刀屋木次IC

吉田掛合IC（仮称）

H23年度

供用予定

H23年度

供用予定

明
石
Ｉ
Ｃ

萩
Ｉ
Ｃ

一般国道191号
萩・三隅道路

鳥取港鳥取空港

米子空港

境港

出雲空港

浜田港

三隅港

萩・石見空港

広島空港

岡山港

宇野港

岡山空港

水島港
福山港

供用区間

事業区間

計画区間

高
規
格

幹
線
道
路

小野田港

宇部港

山口
宇部空港

三田尻
中関港

徳山下松港

岩国飛行場

岩国港

広島港

呉港

尾道糸崎港

西郷港

隠岐空港

【凡例】

国際バルク戦略
港湾に選定

国際バルク戦略
港湾に選定

国際バルク戦略
港湾に選定

（H24年度供用予定）

国際拠点港湾 拠点空港

地方管理空港

米軍共用空港

自衛隊共用空港

重要港湾

～主要都市の地理的位置と自動車に
よる移動時間から見た位置（イメージ）～

※時間から見た県庁所在地の位置は広島市～岡山市間を基準

※出典：道路時刻表2007～2008及び規制速度等より算出

凡 例
時間距離

○ 地理的位置から見た
県庁所在地

○ 時間距離から見た
県庁所在地

5山陽側 約4時間50分

山陰側 約6時間50分

中国横断自動車道姫路鳥取線

44／52km 85％

（３）（３）物流機能の確保⑥物流機能の確保⑥ （（瀬戸内海臨海部にはコンテナ・バルク基地が集中）瀬戸内海臨海部にはコンテナ・バルク基地が集中）

64%
55%

81%
73% 76%

98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

資料/中国地方整備局（平成23年4月末時点）

【各県毎の高規格幹線道路の整備状況】

※山陰地方の整備率は、鳥取県・島根県内の区間
を対象に算定

山陰地方

鳥
取
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県
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計

中
国
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（４）事業継続の取組の推進①（４）事業継続の取組の推進①

（生産分業システムの混乱（サプライチェーンの確保））（生産分業システムの混乱（サプライチェーンの確保））

出典：国土交通省 「第4回防災国土づくり委員会」（平成23年7月26日）資料より

63

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（４）事業継続の取組の推進②（４）事業継続の取組の推進②

（経済活動（経済活動 生産分業システムの混乱（サプライチェーンの確保））生産分業システムの混乱（サプライチェーンの確保））

出典：国土交通省 「第4回防災国土づくり委員会」（平成23年7月26日）資料より
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会
（４）事業継続の取組の推進③（４）事業継続の取組の推進③ （経済活動（経済活動 中国地方の臨海部産業による燃料の増産、中国地方の臨海部産業による燃料の増産、

仮設住宅用資材の増産による被災地生産機能のバックアップ）仮設住宅用資材の増産による被災地生産機能のバックアップ）

出典：山陽新聞より

〔水島港関係企業に関する新聞記事〕

65

第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（４）事業継続の取組の推進④（４）事業継続の取組の推進④ （（港湾港湾BCPBCP（広島湾連携（広島湾連携BCPBCP））））

港湾ＢＣＰとは･･･
地震等の大規模災害時に、港湾機能の被害を最小限にとどめつつ、早期復旧を可能とするために、平常時に行うべ

き活動や被災時における復旧方法等を計画しておくもの。
なお、港湾は、様々な関係者が一体となって初めて機能するものであることから、各関係者がバラバラにＢＣＰを策定

するのではなく、連携してＢＣＰを策定することが、港湾機能の継続性を確保する上で不可欠なことから、「広島湾連携
ＢＣＰ」として検討を進めているもの。

連
携

従
来
、
縦
の
組
織
に
て
対
応

国

防災業務計画
業務継続計画
（BCP）
防災計画

↓
運営要領

↓
行動マニュアル

県

地域防災計画
業務継続計画
(BCP検討中)

↓
運営要領

↓
行動マニュアル

市

地域防災計画
業務継続計画
(BCP検討中)

↓
内部マニュアル

企業

防災計画
業務継続計画
(BCP検討中)

↓
内部マニュアル

広島湾連携ＢＣＰ（国の役割：各機関の港湾関係部局の連携の調整）

「広島湾連携ＢＣＰ」と各機関の防災計画等との関係
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

（４）事業継続の取組の推進⑤（４）事業継続の取組の推進⑤ （（海の路ネットワーク推進協議会海の路ネットワーク推進協議会））

瀬戸内・海の路の利用振興を通じた防災ネットワーク機能の強化瀬戸内・海の路の利用振興を通じた防災ネットワーク機能の強化

概要

○設立 平成３年５月
○会員構成 瀬戸内海沿岸の107の市町村、11府県、国土交通省9地方機関

(近畿・中国 ・四国・九州の各地方整備局、運輸局及び神戸運輸監理部)
○事務局 各地方整備局港湾空港部（中国地方整備局が総括事務局）

歴代会長

平成 ３年～ ６年（２期４年）：姫路市長 （戸谷松司氏）
平成 ７年～１０年（２期４年）：坂出市長 （松浦稔明氏）
平成１１年～１４年（２期４年）：小松島市長（西川政善氏）
平成１５年～１８年（２期４年）：玉野市長 （山根敬則氏→黒田晋氏）
平成１９年～２０年（１期２年）：下関市長 （江島潔氏→中尾友昭氏）
平成２１年～ ：大竹市長 （入山欣郎氏）

協議会の活動指針（平成18年6月決議）

瀬戸内海は、古来よりわが国の発展に寄与し、独自の文化を築き上げてきた。
特に瀬戸内海は、古くから海上交通の場として栄え、沿岸の各地域を、この海を
拠りどころとして他地域との交流を深め、産業を興し、文化を花開かせてきた。
明治以降、陸上交通機関の発展に伴い、人々の生活は海から遠ざかってきた
が、近年の海洋性レクリェーションの普及や海を中心としたリゾート開発等により、
人々の海への関心が高まってきているとともに、人々の交通の路としても海を見
直そうという機運も生まれてきつつある。
このようななかで、瀬戸内海全体の歴史を重み、自然の恵みを生かすために、
個々の地域が抱え持つ資源をさらに活用するとともに、多様な資源を持つ各地
域が連携して「陸」、「海」、「島」をネットワーク化することによって、瀬戸内に新し
い文化を育み、より快適な地域を創りだすことが可能と考えられる。
そこで、瀬戸内海沿岸に位置する各市町村が一堂に会し、新たな文化の創造、
観光、レクリェーションの振興、生活環境の拡充を図ることにより、瀬戸内地域全
体のさらなる振興と発展を図ることを目的として、「瀬戸内・海の路ネットワーク
推進協議会」を設立するものである。

協議会の設立趣意書（平成3年5月）

●高速海上交通時代に対応した今日的意義のある「海の路の構築」、並びに地
震・津波に対応した防災ネットワークの整備
●失われた干潟、藻場の再生や災害、荒廃によるはげ山の修復等の瀬戸内海
の環境創造
●瀬戸内海の景観、歴史、文化、食、街並み等インバウンド観光時代における
瀬戸内の魅力発信

平成23年4月1日現在

瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会（海ネット）とは瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会（海ネット）とは瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会（海ネット）とは

平時の観光ルート 非常時の物資等輸送ルート

今後の検討事項

●「瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定
（仮称）」の締結

●「瀬戸内・海の小路ネットワーク」の構築
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（４）事業継続の取組の推進⑥（４）事業継続の取組の推進⑥
（「中国地方物流連絡ネットワーク」による復旧・復興支援）（「中国地方物流連絡ネットワーク」による復旧・復興支援）

より機動的な対応、民間活動への支援を図るため，中国地方国際物流戦略チーム
の枠組みを基本として，官民が参画する「中国地方物流連絡ネットワーク」を設置。
本ネットワークを通じて，荷主，船会社，物流業者等の民間団体からの物流に係る
具体的な要望や意見等が寄せられた場合には，迅速かつ的確に所要の対応を図る。
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会

【宮古港】
・港内浮遊物（丸太・養殖関連）
・岸壁エプロン空洞化・沈下
・防波堤水没・損壊

（５）（５）事業評価①事業評価① （施設の防災効果の再評価（施設の防災効果の再評価
計画を超える津波に対し，低減効果を果たした釜石港湾口防波堤）計画を超える津波に対し，低減効果を果たした釜石港湾口防波堤）

釜石港における津波防波堤の効果

（平成23年4月14日交通政策審議会港湾分科会資料）

（独）港湾空港技術研究所が数値計算を行った結果、津波防波堤はマウンドの洗
掘等により大きな被害を受けたものの、津波高の低減や防潮堤を越えるまでの時
間を遅延させる等、一定の減災効果を発揮したものと考えられる。【八戸港】

・防波堤転倒・水没
・航路埋没
・護岸ケーソン倒壊 八太郎地区北防波堤

転倒・水没状況

【久慈港】
・波除堤上部コンクリート全壊
・臨港道路損傷
・護岸倒壊

半崎地区波除堤
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ全壊状況

港内浮遊物状況

【釜石港】
・湾口防波堤傾斜・水没
・岸壁はらみ出し
・臨港道路表層アスファルトめくれ

【大船渡港】
・湾口防波堤倒壊
・岸壁荷捌き地沈下
・岸壁上部コンクリート隆起

【石巻港】
・岸壁エプロン沈下
・臨港道路法肩部崩壊・流出
・港内浮遊物（丸太・自動車）

【仙台塩釜港（塩釜港区）】
・岸壁エプロン陥没
・岸壁はらみ出し・エプロン沈下
・港内浮遊物（自動車・養殖関連）

【仙台塩釜港（仙台港区）】
・コンテナターミナルコンテナ散乱
・岸壁エプロン沈下
・港内浮遊物（コンテナ・自動車）

【相馬港】
・防波堤傾斜・水没
・岸壁倒壊（部分的）・陥没
・多目的クレーン海中転落

【小名浜港】
・護岸エプロン沈下・はらみ出し
・岸壁エプロン沈下・陥没
・ガントリークレーン損壊

湾口防波堤消失状況
野々田地区岸壁(‐13m)

荷捌き地沈下状況

（ハネ部）

（中央部）

（中央部）

湾口防波堤（北堤）傾斜状況

湾口防波堤（北堤）堤頭部

雲雀野中央ふ頭岸壁(‐13m)

エプロン沈下・陥没状況
臨港道路雲雀野中央線
法肩部崩壊・陥没状況

東ふ頭岸壁(‐7.5m)

陥没状況

貞山ふ頭２号岸壁(‐7.5m)

エプロン沈下状況

高砂コンテナターミナル
コンテナ散乱状況

１号ふ頭第４・５号岸壁
陥没・倒壊状況沖防波堤傾斜状況

５・６号ふ頭先端護岸
はらみ出し状況

５・６号ふ頭先端護岸
エプロン沈下状況

東北地方整備局提供（平成２３年４月３日）

震災により港湾施設が被災、震災により港湾施設が被災、33月月2323日までに全日までに全1010港で係留施設が一部復旧。港で係留施設が一部復旧。
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（６）（６）情報提供①情報提供①
（（情報の共有化・情報発信情報の共有化・情報発信 道路迂回情報、復旧情報の共有化道路迂回情報、復旧情報の共有化））

３月１５日より主要な道路、鉄道、空港、港湾の復旧の進捗状況を１枚の図にまとめ公表
した。本部事務局より関係各局に復旧状況に関する情報の提供を指示し、集約した情報
をもとに国土地理院が作図した。陸、海、空の交通ネットワークを一つの図面に整理し、被
災地へのアクセス状況やアクセス方法を一元的に判断できるように工夫した。

出典：東日本大震災初動の記録 災害時ノウハウ集 19 資料より 出典：中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」
（第1回平成23年5月28日）資料より
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第3回中国地方における大規模地震に対する検討委員会（６）（６）情報提供②情報提供②
（情報の共有化・情報発信（情報の共有化・情報発信 東北地方整備局の東北地方整備局のHPHPを活用した首長のメッセージ）を活用した首長のメッセージ）

被災復旧状況、交通ネットワークの復旧状況をインターネット等で随時情報提供し、情報共有を図ることで旅客物流機能の確保、東
北地方への支援を円滑に進めるよう取り組んでいる。また、英語版も作成することで国内外への情報発信に努めている。

http://www.thr.mlit.go.jp/東北地方整備局ホームページ 被災された市町村の臨時掲示板

英語版
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